
京丹波町告示第７３号 

 

京丹波町プロポーザル方式試行要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、京丹波町が発注する調査、計画、設計等の業務（以

下「業務」という。）について、プロポーザル（技術提案書）の提出を

求め、技術的に最適なものを特定する手続きを取り入れたプロポーザル

方式を試行するに当たり、必要な事項を定める。 

（対象業務） 

第２条 プロポーザル方式の試行の対象となる業務（以下「対象業務」と

いう。）は、次に該当する業務とする。 

（１）標準的な積算基準を有しない業務 

（２）高度な知識と豊かな経験を必要とする業務 

（３）実験解析又は特殊な観測・診断を要する業務 

（４）その他、本方式で執行することが適当であると認められる業務 

（参加資格等） 

第３条 対象業務の参加者に必要な資格（以下「参加資格」という。）は、

次に揚げる要件を基準として定めるものとする。 

（１）町の指名競争入札参加資格者名簿に登載されていること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」と

いう。）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

 （３）京丹波町工事等契約に係る指名停止等の措置要領（平成１７年京

丹波町告示第７８号。）による指名停止期間中でないこと。 

（４）前各号に揚げるもののほか、対象業務ごとに定める要件を満たし

ていること。 

２ 前項第１号の規程にかかわらず、対象業務の資格を有する者が極端

に少ないとき若しくはないとき、又は入札参加資格の有無にかかわら

ず広く提案を求めようとするときはこの限りではない。 

 （選定委員会の設置） 

第４条 次の各号に掲げる事項の審議を行うため、選定委員会を設置する。 

（１）技術提案書を特定するための評価基準の設定 

（２）技術提案書の提出を依頼する者の選定 

（３）技術提案書の特定 

２ 選定委員会は、京丹波町公共工事入札指名委員会をもってこれに代え

ることができる。また、選定委員会は、必要があると認めるときは、委



員以外の者の意見を求めることができるものとする。 

 （公告） 

第５条 対象業務の公告は、京丹波町公告式条例（平成１７年京丹波町条

例第３号）に定める掲示場に掲示するとともに、京丹波町ホームページ

に公表するものとする。 

 （参加表明書の提出） 

第６条 町長は、技術提案書の提出者の選定にあたり、参加表明書の提出

を求めるものとする。 

（技術提案書の提出者の選定） 

第７条 選定委員会の議を経て、技術提案書の提出を求めるものを選定し、

技術提案書の提出を依頼するものとする。 

２ 技術提案書の提出を求める者の選定に当たっては、業務経歴、技術職

員の経験等を勘案し、発注しようとする業務に関し十分な履行能力を有

すると認められる建設コンサルタント等を、選定するものとする。 

（技術提案書の特定） 

第８条 町長は、提出された技術提案書について、技術提案書を特定する

ための評価基準に基づき、選定委員会の議を経て、対象業務について技

術的に最適なものを特定するものとする。 

２ 町長は特定した技術提案書の提出者に対して、技術提案書を特定した

旨の通知（以下「特定通知」という。）を行うものとする。 

（非選定理由の説明） 

第９条 町長は、技術提案書を提出した者のうち、技術提案書を特定しな

かった者に対して、技術提案書を特定しなかった旨及び特定しなかった

理由（以下「非特定理由」という。）を書面により通知するものとする。 

２ 非特定理由の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して 7 

日以内に、書面により、町長に対して非特定理由についての説明を求め

ることができるものとする。 

３ 町長は、非特定理由についての説明を求められたときは、説明を求め

ることができる最終日の翌日から起算して７日以内に、書面により回答

するものとする。 

４ 非特定理由の通知は、特定通知と同時に行うとともに、非特定理由に

ついては、技術提案書を特定するための評価基準の各項目のいずれの観

点から特定しなかったかを明らかにするものとする。 

（実施上の留意事項） 

第１０条 技術提案書を提出する建設コンサルタント等が、他の建設コン

サルタント等の協力を得て、又は学識経験者の援助を受けて業務を実施



する場合には、技術提案書にその旨を明記させるものとする。 

２ 技術提案書の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とするもの

とする。 

３ 提出された技術提案書は、提出者に無断で使用しないものとする。 

４ 技術提案書に虚偽の記載をした場合は、当該技術提案書を無効とする

とともに、虚偽の記載をしたものに対して指名停止を行うことがある。 

５ 特定された技術提案書の内容については、当該業務の特記仕様書に明

記するものとする。 

６ 第１項から第４項については、技術提案書の提出要請書において明ら

かにするものとする。 

（契約の締結） 

第１１条 町長は、第８条で特定された技術提案者から見積書を提出させ

て契約金額の交渉を行い、予定価格の範囲内で契約を締結するものとす

る。 

（その他） 

第１２条 この要領に定めるものを除き、プロポーザル方式の試行に関し

必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この告示は、平成１９年１１月１日から施行する。 


